
Ⅴ－１ 学校訪問について 

１  基本方針  

市町村教育委員会の要請（地教行法第 48 条）に基づき，各学校（園）を訪問し，各学校（園）

の教育課程，学習指導，生徒指導，その他学校教育に関する専門的事項について指導及び助言を行

い，創意と活力に満ちた学校（園）運営の充実に役立てる。 

２ 実施の方向性 

  各学校において児童生徒一人一人の自己肯定感や自己有用感を育むことができるよう，協働によ

る授業づくりを通じ，教員の授業力向上や校内研究の充実のための支援をするため，市町村教育委

員会の要請を踏まえ，学校（園）の状況に柔軟に対応する。  

３ 訪問指導の重点  

「令和５年度 管内生涯学習推進の基本方針」に基づき，指導及び助言を行う。 

４ 訪問の形態と内容                                  

（１）訪問の形態と内容                                

訪 問 形 態 内     容 

一般訪問 

(協働による授づ

くりを通した教員

の授業力向上を

図る) 

○協働による授業実践に係る指導助言を行う。 

○訪問のモデル（イメージ）については，宮城県教育庁義務教育課「令和５年度にお

ける指導主事学校訪問について」別紙２を参照のこと。 

○訪問当日の運営，時程，全体会実施の有無及び内容等は，学校の実態等を踏ま

え，教育事務所と市町村教育委員会，学校が協議の上，決定する。 

※初任研，５年研，中堅研の授業とは兼ねることができないので留意すること。 

 

 

特別訪問 

（校内（園）研究

の理論と実践の

充実を図る） 

 

 

 

 

○一般訪問に加え, 別日に実施する。校内（園）研究の充実・推進に係る指導

助言を行う。 

（１）授業参観（主に校内（園）研究の教科等） 

（２）授業検討会（校内研究・授業についての指導助言） 

<活用事例> 

・ 一般訪問で指導助言を受けた後に特別訪問を行うことで，継続的な視点で

校内研究の充実を図る。 

・ 特別訪問により校内研究について指導助言を受けた後に，一般訪問を行う

ことで，授業実践の充実を図る。 

※該当年度内において特別訪問のみの実施は不可とする。 

※内容等については，学校の実態等を踏まえ教育事務所と学校が協議し決定

する。 

指定校訪問

（県教育委員会

の指定校等の事

業の充実を図

る） 

○宮城県教育委員会の指定校の事業の充実を図るための指導助言を行う。 

（１）授業参観（指定に直結する教科等） 

（２）授業実施に係る話合い（事業推進に係る情報交換） 

  ※訪問等の内容等については，事業の内容に応じて，教育事務所と市町村教

育委員会が協議し決定する。 

※ 特別訪問及び指定校訪問については複数回の訪問が可能だが，回数や時期，要請人数等について

は管内事情により，制限する場合がある。 

５ 訪問の手続き 

（１）訪問の要請 

   市町村教育委員会は，「令和５年度指導主事学校訪問及び諸表簿指導について」(様式１)及び

「令和５年度指導主事学校訪問希望調査票」(様式３・地教委用)により教育事務所に要請する。 

（２）訪問期日の決定 

   教育事務所は，市町村教育委員会から提出された様式３に基づき，訪問期日の調整等を行い，

各市町村教育委員会に通知する。 



（３）事前の打合せ  

  ① 学校(園)は，「学校訪問打合せ票」を作成する（様式は，仙台教育事務所ウェブサイトから

ダウンロードする）。 

  ② 学校(園)は，教育事務所に学校訪問打合せ票をメール送信する。期限は下表の打合せ票提出

日の午前中とする。 

  ③ 教育事務所は，担当指導主事，分科

会・全体会の持ち方，指導案提出日等

について，学校(園)と打合せを行う。

期日は右表の打合せ日とする。 

    打合せは，打合せ日に事務所から各

学校へメール送信する打合せ票（担当

指導主事名等が記載されたもの）で確

認しながら行う。 

Ⅴー２ 事前打合せ事項 

１ 提出資料 

※ 学習指導案等は，背張りなしホチキス留めなど，簡便な方法で装丁する。 

 ※ 学習指導案と協働による授業づくりの計画や話合いの経過が分かる資料，校内研究資料

は，合わせて製本してもよい。 

※ 複数回訪問する学校については，学校要覧は初回のみとする。 

２ 確認・依頼事項 

（１）指導案等の提出期日は，学校訪問日の１週間前とする。 

（２）指導案等の提出場所は，教育事務所とする。 

（３）指導案等は，市町村教委指導主事には直接市町村教育委員会へ，学力向上指導員には午後４時

頃までに直接所属校へ持参又は郵送で届ける。 

（４）学習指導案集には，次の内容を掲載する。 

 □訪問期日と学校名     □時程     □校舎教室配置図 

 □道徳科の教材又は資料，別葉や音楽の楽譜  □ワークシートや副読本等の資料 

（５）座席表，特別支援学級の実態など，個人情報に関する資料を当日配布する際は，手渡し等の配

慮を含め他校の参観者への配布の仕方についても十分留意する。 

（６）諸表簿指導がある場合は，準備していいただいた３種類の表簿から抽出して点検を行う。 

（７）学校課題に関する話合いがある場合は，話合いで取り上げる内容を打合せ票に簡潔に記載し，

具体的な進め方等は，指導案提出日に確認する。 

（８）指導主事及び学力向上指導員の打合せ場所として１室準備願います。 

（９）通常授業参観の時間割については，３日前までメールで報告願います。 

（10）訪問後，アンケートに協力願います。 

   ※訪問後２週間以内にメールで提出願います。 

   ※アンケート用紙は仙台教育事務所ウェブサイトからダウンロードできます。  

（11）上靴，昼食は持参するので準備等は不要です。 

訪問月 打合せ票提出日 打合せ日 

５月 ４月１３日（木） ４月２６日（水） 

６月 ４月２０日（木） ５月１６日（火） 

７月 ５月２３日（火） ６月１５日（木） 

８・９月 ７月 ４日（火） ７月２０日（木） 

１０月 ８月２３日（水） ９月１３日（水） 

１１月 ９月２８日（木） １０月１２日（木） 

１２月 １０月２４日（火） １１月１０日（金） 

所  長 宛 
□学習指導案（合冊） 
□協働による授業づくりの計画や話合いの経過が分かる資料 
□校内研究資料 

各１部 

指導主事 宛 

□学校要覧 
□学習指導案（合冊） 
□協働による授業づくりの計画や経過が分かる資料 
□校内研究資料 

訪問する指
導主事の数
を各１部 



令 和 ５ 年 １ 月 ４ 日 
宮城県教育庁義務教育課 

 
令和５年度における指導主事学校訪問について 

 
１ 基本方針 
  指導主事学校訪問は，「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第４８条の規定に
基づき，市町村教育委員会の要請を受けて，教育課程，学習・保育指導，生徒指導，その他
学校園教育に関する専門的事項について指導助言を行い，市町村教育委員会と当該学校園
の主体性と創意ある運営の充実に資する。 

 
２ 実施方法 
   県教育委員会は，学力向上，体力向上及びいじめ対策・不登校支援等についての取組の
充実が図られるよう「魅力ある行きたくなる学校」づくりを推進する。 

   指導主事学校訪問においては，市町村教育委員会の要請を踏まえ，各学校において児童
生徒一人ひとりの自己肯定感や自己有用感を育むことができるよう，協働による授業づく
りを通じ，教員の授業力向上や校内研究の充実等を図る。 

 
 (1) 訪問の形態 
    これまでの指導主事学校訪問の成果と課題を踏まえ，各市町村教育委員会や各学校園

の要請に応えることや継続性のある支援をすること等，地域の実態や学校課題に応じた
訪問ができるように次の３つの形態を基本とする。 

   ① 一般訪問 ・・・教員の授業力の向上 
   ② 特別訪問 ・・・校内研究の充実 
   ③ 指定校訪問・・・県教育委員会の事業の充実（要請によらない訪問） 
    訪問にあたっては，市町村教育委員会の要請に対し，各教育事務所の実施方針及び実

態に応じて弾力的に実施する。 
 
 (2) 協働による授業づくりの推進 
   協働による授業づくりでは，担当する学年が異なる立場や指導する教科が異なる立場

から意見を出し合い，多様な児童生徒の考え方や反応等を予想しながら共に授業を構想
し，指導案作成を行う。さらに，研究授業では，役割分担による児童生徒の学びについて
の見取りを基に検討を行い，教員の指導力向上につなげるよう，協働による授業づくり
の推進を図る。 

 
 (3) 特別支援教育の充実 
   授業づくり・学級づくりにおいては，特別な教育的支援を必要とする児童生徒がいる

ことを前提にコーディネーターとして学びを創っていく力量の向上が教員に求められて
いる。 

   このことを踏まえ，児童生徒の実態を捉えて，どのように児童生徒一人一人のよさを
生かしながら集団としての学びの質を高めているかなどの観点から参観し，授業や校内
研究等に関する指導助言を行う。 

 
 (4) その他 
    ① 一般訪問における全体会の内容等については，学校の実態等を踏まえ，教育事務所

と学校が協議し決定する。 
                                                 
    ②  市町村教育委員会の要請や承諾を得て，以下のことを行う。 

・一般訪問における指導主事による「授業参観」（通常授業の参観，指導案等なし）。 
・諸表簿の整備や管理上の課題等に対する指導助言。 

【県義務教育課からの資料】













Ⅴ－３　打合せ票

1　保育計画 協働による保育〈　クラス単独保育　・　異年齢保育　・　合同保育　〉

園到着　

・指導助言

３　園内研究

研究主題

領域等 年次

４　全体会

有 無

有 無

テーマ

ねらい

５　担当指導主事等

仙台教育事務所 市町村教育委員会指導主事

下記HPから様式をダウンロードし，作成した打合せ票を打合せ票提出日に事務所へメールで送信してください。

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sd-kyouiku/downmenu.html#gakko

仙台教育事務所　・　その他 （　  　 　 　　　　　  　　　　　）

令和５年度　指導主事学校訪問　打合せ票　＜幼稚園＞
宮城県仙台教育事務所　TEL　０２２－２７５－９２５６　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　sdkyozsd@pref.miyagi.lg.jp

担当者氏名 電話番号

指導案等提出日時 令和　　年　　月　　日　（　　）　　　　：　　

提 出 場 所

幼 稚 園 名

訪 問 日

訪 問 形 態

令和　　　年　　　月　　　　日　（　　　）

年齢 クラス名 指導者 内　　　　　　　容
２　日程

４歳児

キリン組 △△　△△

４歳児
５歳児 キリン組

ゴリラ組

△△　△△

○○　○○

9:00
（記入例）

園経営説明（15分）
保育参観（70分）

指導主事名

（１）全体会　（どちらかに○，ある場合は，「２　日程」に主な内容を記入ください）　　　

全体会

ゴリラ組

パンダ組

○○　○○

□□　□□

11:00

11:40

12:00

10:30 指導主事打合せ

（２）学校課題に係る話合い（どちらかに○，ある場合はテーマとねらいを記入ください）　

歳児

年次／　　　　年計画

５歳児
分科会

終了

参観学級参観学級等指導主事名

一般訪問，特別訪問のいずれかを記入してください。

提出日時と場所は相談の上決定します。

記入例を参考に，各園の時程に基

づいて設定してください。

別教室での少人数指導は別々に記入してく

ださい。ＴＴの場合は，授業者を上下に併記し

てください（Ｔ １の授業者を上に）。

いずれかに○をしてください。
クラス単独

保育の例

異年齢

保育の例

合同保育

の例

担当指導主事及び教科等の欄は，事務所で担当を割り

当て，打合せの際にメール送信します。

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sd-kyouiku/downmenu.html#gakko


1　授業計画 協働による授業

２　日程

学校到着

諸表簿指導（２５分）

４校時授業参観（４５分）

昼食

３　校内研究

教科等 年次 指導主事打合せ（２０分）

分科会（６０分）

有 無

全体会

有 無 ・校内研究説明（５分）

テーマ ・校内研究指導・助言（１０分）

・全体講評（１０分）

終了

５　担当指導主事等 ※事務所記入欄

仙台教育事務所 学力向上指導員

市町村教育委員会指導主事

下記HPから様式をダウンロードし，作成した打合せ票を打合せ票提出日に事務所へメールで送信してください。

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sd-kyouiku/downmenu.html#gakko

令和５年度　指導主事学校訪問　打合せ票　＜小・中学校＞
宮城県仙台教育事務所　TEL　０２２－２７５－９２５６　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　sdkyozsd@pref.miyagi.lg.jp

担当教頭氏名 電話番号学 校 名

訪 問 日 　　　月　　　　日　（　　　） 指導案等提出日時 月　　　日（　　）　　　　：　　

仙台教育事務所　・　その他 （　  　 　　　　　  　　　）

教科等 学年 授業者 備考 単元（小単元）名

訪 問 形 態 提 出 場 所

10:40

（記入例）

10:00

10:50

（１）全体会　（どちらかに○，ある場合は，「２　日程」に主な内容を記入ください）　　　

（２）学校課題に係る話合い（どちらかに○，ある場合はテーマとねらいを記入ください）　

研究主題
14:10

　　年次／　　　　　年計画

４　全体会

ねらい
16:20

13:00

11:15

学校経営説明（１５分）

11:25

12:15

13:25

14:35
14:40

15:50

５校時授業（４５分）

12:10

13:15

14:15

15:40

指導主事名 教科等 教科等

指導主事名 教科等

所属校 氏名

一般訪問，特別訪問のいずれかを記入してください。

提出日時と場所は相談の上決定します。

別教室での少人数指導は別々に記入してください。

ＴＴの場合は，授業者を上下に併記してください（Ｔ １

の授業者を上に）。

少人数指導の場合は「少」，ＴＴ指導の

場合は「ＴＴ」と記入してください。

教育委員会からの要請により，諸表簿指導や通常授業（４時間目）の参観がある場合は，

開始，終了時刻も記載してください。なお，到着時刻は開始時刻の１０分前とさせていただき

ます。

担当指導主事及び教科等の欄は，事務所で担当を割り

当て，打合せの際にメール送信します。

初任研，５年研，中堅研の授業とは兼ねる

ことができないので留意してください。

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sd-kyouiku/downmenu.html#gakko


1　保育計画 協働による保育〈　クラス単独保育　・　異年齢保育　・　合同保育　〉

３　園内研究

研究主題

領域等 年次

４　全体会

有 無

有 無

テーマ

ねらい

５　担当指導主事等 ※事務所記入欄

仙台教育事務所 市町村教育委員会指導主事

仙台教育事務所　・　その他 （　  　 　　　　　  　　　）

令和５年度　指導主事学校訪問　打合せ票　＜幼稚園＞
宮城県仙台教育事務所　TEL　０２２－２７５－９２５６　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　sdkyozsd@pref.miyagi.lg.jp

担当者氏名 電話番号

指導案等提出日時 月　　　日（　　）　　　　：　　

提 出 場 所

幼 稚 園 名

訪 問 日

訪 問 形 態

　　　月　　　　日　（　　　）

年齢 クラス名 指導者 内　　　　　　　容
２　日程

歳児

歳児
9:00

10:30

歳児
11:00

12:00

11:30

参観学級

（２）学校課題に係る話合い（どちらかに○，ある場合はテーマ，ねらいを記入ください）　

指導主事名 参観学級等 指導主事名

年次／　　　　年計画

（１）全体会　（どちらかに○，ある場合は「２　日程」に主な内容を記入ください）　　　

歳児



1　授業計画 協働による授業

２　日程

３　校内研究

教科等 年次

有 無

有 無

テーマ

５　担当指導主事等 ※事務所記入欄

仙台教育事務所 学力向上指導員

市町村教育委員会指導主事

令和５年度　指導主事学校訪問　打合せ票　＜小・中学校＞
宮城県仙台教育事務所　TEL　０２２－２７５－９２５６　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　sdkyozsd@pref.miyagi.lg.jp

担当教頭氏名 電話番号

仙台教育事務所　・　その他 （　  　 　　　　　  　　　）

教科等 学年 授業者 備考 単元（小単元）名

11:00

12:00

13:00

研究主題

　　年次／　　　　　年計画

４　全体会

指導主事名

（１）全体会　（どちらかに○，ある場合は，「２　日程」に主な内容を記入ください）　　　

14:00

ねらい

（２）学校課題に係る話合い（どちらかに○，ある場合はテーマ，ねらいを記入ください）　

教科等

15:00

16:20

16:00

学 校 名

訪 問 日 　　　月　　　　日　（　　　） 指導案等提出日時 月　　　日（　　）　　　　：　　

訪 問 形 態 提 出 場 所

10:00

教科等

指導主事名 教科等

所属校 氏名



市町村 学 校 名 学校訪問日 曜 訪問形態 備   考

第一小学校 11月7日 火 一般

第二小学校 11月27日 月 一般

第三小学校 11月24日 金 一般

月見ヶ丘小学校 7月13日 木 一般

浦戸小学校・中学校 9月1日 金 一般

杉の入小学校 6月5日 月 一般

玉川小学校 6月14日 水 一般

第一中学校 10月26日 木 一般

第二中学校 11月14日 火 一般

第三中学校 7月7日 金 一般

玉川中学校 6月30日 金 一般

増田小学校 6月22日 木 一般

高舘小学校 11月24日 金 一般

愛島小学校 6月12日 月 一般

館腰小学校 9月27日 水 一般

下増田小学校 9月4日 月 一般

不二が丘小学校 7月19日 水 一般

増田西小学校 9月21日 木 一般

ゆりが丘小学校 6月28日 水 一般

相互台小学校 11月17日 金 一般

那智が丘小学校 8月28日 月 一般

増田中学校 7月6日 木 一般

第一中学校 6月8日 木 一般

第二中学校 10月31日 火 一般

みどり台中学校 10月20日 金 一般

閖上小中学校 12月1日 金 一般

亘理小学校 11月15日 水 一般

荒浜小学校 12月18日 月 一般

吉田小学校 6月16日 金 一般

長瀞小学校 7月12日 水 一般

逢隈小学校 5月17日 水 一般

高屋小学校 8月31日 木 一般

亘理中学校 10月5日 木 一般

荒浜中学校 7月3日 月 一般

吉田中学校 9月12日 火 一般

逢隈中学校 5月29日 月 一般

坂元小学校 6月26日 月 一般

山下小学校 12月7日 木 一般

山下第一小学校 9月7日 木 一般

山下第二小学校 7月7日 金 一般

山元中学校 7月13日 木 一般

岩沼小学校 9月8日 金 一般

岩沼西小学校 9月11日 月 一般

玉浦小学校 10月19日 木 一般

岩沼南小学校 9月25日 月 一般

岩沼中学校 10月2日 月 一般

玉浦中学校 11月9日 木 一般

岩沼北中学校 12月7日 木 一般

岩沼西中学校 9月22日 金 一般

松島第一幼稚園 6月13日 火 一般

松島第五幼稚園 9月26日 火 一般

松島第一小学校 9月12日 火 一般

松島第二小学校 6月19日 月 一般

松島第五小学校 9月21日 木 一般

松島中学校 5月26日 金 一般

岩沼市

松島町

Ⅴ-４　学校訪問予定一覧（市町村別）

塩竈市

名取市

亘理町

山元町



市町村 学 校 名 曜 訪問形態 備   考

多賀城小学校 9月8日 金 一般

多賀城東小学校 11月29日 水 一般

山王小学校 12月4日 月 一般

天真小学校 10月30日 月 一般

城南小学校 7月14日 金 一般

多賀城八幡小学校 8月31日 木 一般

多賀城中学校 11月8日 水 一般

第二中学校 10月16日 月 一般

東豊中学校 9月27日 水 一般

高崎中学校 12月13日 水 一般

亦楽小学校 6月26日 月 一般

松ヶ浜小学校 7月10日 月 一般

汐見小学校 12月13日 水 一般

七ヶ浜中学校 12月5日 火 一般

向洋中学校 5月29日 月 一般

利府小学校 11月13日 月 一般

利府第二小学校 11月20日 月 一般

利府第三小学校 11月28日 火 一般

しらかし台小学校 11月1日 水 一般

青山小学校 11月8日 水 一般

菅谷台小学校 10月23日 月 一般

利府中学校 7月5日 水 一般

しらかし台中学校 12月11日 月 一般

利府西中学校 10月10日 火 一般

吉岡小学校 6月9日 金 一般

宮床小学校 11月14日 火 一般

吉田小学校 6月16日 金 一般

鶴巣小学校 11月7日 火 一般

落合小学校 10月11日 水 一般

小野小学校 9月14日 木 一般

大和中学校 11月1日 水 一般

宮床中学校 9月20日 水 一般

大郷小学校 11月28日 火 一般

大郷中学校 7月19日 水 一般

富谷幼稚園 6月14日 水 一般

富谷小学校 9月7日 木 一般

富ケ丘小学校 10月31日 火 一般

東向陽台小学校 12月11日 月 一般

あけの平小学校 11月21日 火 一般

日吉台小学校 6月5日 月 一般

成田東小学校 7月18日 火 一般

成田小学校 6月19日 月 一般

明石台小学校 12月5日 火 一般

富谷中学校 8月28日 月 一般

富谷第二中学校 5月18日 木 一般

東向陽台中学校 10月25日 水 一般

日吉台中学校 7月5日 水 一般

成田中学校 9月14日 木 一般

大衡小学校 11月29日 水 一般

大衡中学校 7月3日 月 一般

大和町

大郷町

富谷市

大衡村

利府町

多賀城市

七ヶ浜町



月 学 校 名 学校訪問日 曜 訪問形態 月 学 校 名 学校訪問日 曜 訪問形態

亘理町立逢隈小学校 5月17日 水 一般 岩沼市立岩沼中学校 10月2日 月 一般

富谷市立富谷第二中学校 5月18日 木 一般 亘理町立亘理中学校 10月5日 木 一般

松島町立松島中学校 5月26日 金 一般 利府町立利府西中学校 10月10日 火 一般

亘理町立逢隈中学校 5月29日 月 一般 大和町立落合小学校 10月11日 水 一般

七ヶ浜町立向洋中学校 5月29日 月 一般 多賀城市立第二中学校 10月16日 月 一般

塩竈市立杉の入小学校 6月5日 月 一般 岩沼市立玉浦小学校 10月19日 木 一般

富谷市立日吉台小学校 6月5日 月 一般 名取市立みどり台中学校 10月20日 金 一般

名取市立第一中学校 6月8日 木 一般 利府町立菅谷台小学校 10月23日 月 一般

大和町立吉岡小学校 6月9日 金 一般 富谷市立東向陽台中学校 10月25日 水 一般

名取市立愛島小学校 6月12日 月 一般 塩竈市立第一中学校 10月26日 木 一般

松島町立松島第一幼稚園 6月13日 火 一般 多賀城市立天真小学校 10月30日 月 一般

塩竈市立玉川小学校 6月14日 水 一般 名取市立第二中学校 10月31日 火 一般

富谷市立富谷幼稚園 6月14日 水 一般 富谷市立富ケ丘小学校 10月31日 火 一般

亘理町立吉田小学校 6月16日 金 一般 利府町立しらかし台小学校 11月1日 水 一般

大和町立吉田小学校 6月16日 金 一般 大和町立大和中学校 11月1日 水 一般

松島町立松島第二小学校 6月19日 月 一般 塩竈市立第一小学校 11月7日 火 一般

富谷市立成田小学校 6月19日 月 一般 大和町立鶴巣小学校 11月7日 火 一般

名取市立増田小学校 6月22日 木 一般 多賀城市立多賀城中学校 11月8日 水 一般

山元町立坂元小学校 6月26日 月 一般 利府町立青山小学校 11月8日 水 一般

七ヶ浜町立亦楽小学校 6月26日 月 一般 岩沼市立玉浦中学校 11月9日 木 一般

名取市立ゆりが丘小学校 6月28日 水 一般 利府町立利府小学校 11月13日 月 一般

塩竈市立玉川中学校 6月30日 金 一般 塩竈市立第二中学校 11月14日 火 一般

亘理町立荒浜中学校 7月3日 月 一般 大和町立宮床小学校 11月14日 火 一般

大衡村立大衡中学校 7月3日 月 一般 亘理町立亘理小学校 11月15日 水 一般

利府町立利府中学校 7月5日 水 一般 名取市立相互台小学校 11月17日 金 一般

富谷市立日吉台中学校 7月5日 水 一般 利府町立利府第二小学校 11月20日 月 一般

名取市立増田中学校 7月6日 木 一般 富谷市立あけの平小学校 11月21日 火 一般

塩竈市立第三中学校 7月7日 金 一般 塩竈市立第三小学校 11月24日 金 一般

山元町立山下第二小学校 7月7日 金 一般 名取市立高舘小学校 11月24日 金 一般

七ヶ浜町立松ヶ浜小学校 7月10日 月 一般 塩竈市立第二小学校 11月27日 月 一般

亘理町立長瀞小学校 7月12日 水 一般 利府町立利府第三小学校 11月28日 火 一般

塩竈市立月見ヶ丘小学校 7月13日 木 一般 大郷町立大郷小学校 11月28日 火 一般

山元町立山元中学校 7月13日 木 一般 多賀城市立多賀城東小学校 11月29日 水 一般

多賀城市立城南小学校 7月14日 金 一般 大衡村立大衡小学校 11月29日 水 一般

富谷市立成田東小学校 7月18日 火 一般 名取市立閖上小中学校 12月1日 金 一般

名取市立不二が丘小学校 7月19日 水 一般 多賀城市立山王小学校 12月4日 月 一般

大郷町立大郷中学校 7月19日 水 一般 七ヶ浜町立七ヶ浜中学校 12月5日 火 一般

名取市立那智が丘小学校 8月28日 月 一般 富谷市立明石台小学校 12月5日 火 一般

富谷市立富谷中学校 8月28日 月 一般 山元町立山下小学校 12月7日 木 一般

亘理町立高屋小学校 8月31日 木 一般 岩沼市立岩沼北中学校 12月7日 木 一般

多賀城市立多賀城八幡小学校 8月31日 木 一般 利府町立しらかし台中学校 12月11日 月 一般

塩竈市立浦戸小学校・中学校 9月1日 金 一般 富谷市立東向陽台小学校 12月11日 月 一般

名取市立下増田小学校 9月4日 月 一般 七ヶ浜町立汐見小学校 12月13日 水 一般

山元町立山下第一小学校 9月7日 木 一般 多賀城市立高崎中学校 12月13日 水 一般

富谷市立富谷小学校 9月7日 木 一般 亘理町立荒浜小学校 12月18日 月 一般

岩沼市立岩沼小学校 9月8日 金 一般

多賀城市立多賀城小学校 9月8日 金 一般

岩沼市立岩沼西小学校 9月11日 月 一般

亘理町立吉田中学校 9月12日 火 一般

松島町立松島第一小学校 9月12日 火 一般

大和町立小野小学校 9月14日 木 一般

富谷市立成田中学校 9月14日 木 一般

大和町立宮床中学校 9月20日 水 一般

名取市立増田西小学校 9月21日 木 一般

松島町立松島第五小学校 9月21日 木 一般

岩沼市立岩沼西中学校 9月22日 金 一般

岩沼市立岩沼南小学校 9月25日 月 一般

松島町立松島第五幼稚園 9月26日 火 一般

名取市立館腰小学校 9月27日 水 一般

多賀城市立東豊中学校 9月27日 水 一般

Ⅴ-５　学校訪問予定一覧（月別）

１０月

１１月

１２月
８月

７月

５月

９月

６月



表簿名 番号 点検 点検内容 チェック

1 □ ・ 情報セキュリティの校内規約を作成し，データ等の管理を厳正に行っている。

2 □ ・ 児童生徒や保護者氏名のふりがな（ひらがなの名前も），住所（学齢簿通り），学校名や学校所在地，転入
前在籍学校所在地を正確に書いている。
･ 氏名及び現住所などを変更した場合は，黒二本線で消して，新氏名あるいは新住所などを記入している。
・ 保護者変更は，学齢簿の変更通知により行っている。

3 □ ・ 転入者の記録については，受け入れた段階で転入年月日，前在籍学校の転出年月日を確認の上，記入
する。なお，転入年月日については教育委員会（学校）間で事前に確認し，転出先学校から受け入れた日の
前日と重複や空白等の生じないように留意する。また，外国から帰国した児童生徒が編入学した場合は，｢入
学・編入学等｣の欄及び｢入学前の経歴｣の欄の両方に記入する。

4 □ ・ 校長印と担任印は年度末に押印する。

5 □ ・ 学習指導要領に対応した参考様式を用いている。

6 □ ・ ｢各教科の学習の記録｣の学習状況及び評定の記録については観点と評定との関連について校内で共通
理解を図っている。
・ 授業や単元ごとの評価及び学期・学年末での総括等，記載までの過程を適切に計画し実施している。
・ 評定が「１」の場合は，指導歴を「指導上参考となる事項」に記載する。

7 □ ・ 「特別の教科　道徳」｢総合的な学習の時間」｢特別活動｣の評価と書き方について，校内で共通理解を
図っている。

8 □ ・ ３・４年生の外国語活動については３つの観点に照らして，児童の学習状況の顕著な事項について，文章
で記述している。

9 □ ・ 不登校児童生徒の学習状況や評定については，家庭での取組も含め，評価の材料となるものの累積に努
めるとともに「指導上参考となる事項」に記載している。
※R1.10.25　文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について」参照

10 □ ・ 非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒について，オンライン
を活用した学習の指導を実施したと校長が認める場合には，指導要録の様式２の別記として，特例の授業等
の記録について学年ごとに作成している。
※R3.2.19　文部科学省「感染症や災害の発生等の非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒の学習指導につ
いて」参照

11 □ ・ 授業日数については，転出入者以外は学年の授業日数が同一になっている。

12 □ ・ 弱視，難聴，肢体不自由，病弱・身体虚弱，自閉症・情緒障害の特別支援学級在籍児童生徒で，知的な
遅れがない場合は障害種に合致する様式を使用している。

13 □ ・ 知的に遅れがない特別支援学級在籍生徒は道徳科の評価を行い，記載している。

14 □ ・ 転出入の扱いについては出席簿在籍欄と指導要録様式１とが整合している（特に４月１日転入者等) 。

15 □ ・ 各週及び月累計の「備考欄」の記載について，校内で統一している（欠席事由の表記，日数表記，忌引き
の扱い等，｢かぜ｣｢風邪｣等の表記を校内で統一）。

16 □ ・ ｢氏名欄｣の表記と指導要録様式１｢氏名欄｣とが整合している（旧字体，異体字等）。

17 □ ・ 学級数の在籍数は，その月始めの在籍数を記載している。

18 □ ・ 祝日の振替は，｢振替休日｣ではなく｢休日｣と記載している。

19 □ ・ 「国民の祝日・休日」については，現在制定されている「国民の祝日に関する法律」の規定をもとに記入し
ている。

20 □ ・ 「事後措置」の欄に連絡を必要とする疾病等があった場合のみ記入している。

21 □ ・ 未検査の場合でも，未検査であることを校医が確認した証として，日付が記載されている。

22 □ ・ 前年度の数値に誤記入があった場合は，備考欄に｢前年度誤記入あり｣などと記入し本年度の欄に正確な
測定値を記入している。

23 □ ･ 「担当医師所見」及び「担当歯科医師所見」の欄　法第12条の規定によって市町村の教育委員会がとるべ
き事後措置に関連して担当医師又は担当歯科医師（以下「担当医師等」）が必要と認める所見及び当該担
当医師等の氏名を記入する。（押印を省略することが可能）
※R2.11.13　文部科学省「学校保健安全法施行規則の一部改正について」参照

24 □ ・小学校，中学校ともに全ての教科等において，学習指導要領に沿って作成を行っている。

25 □ ・ 志教育との関連を明記したり，変更等を朱書きしたりするなど，年間指導計画の改善・自校化に努めてい
る。

26 □ ・ 自校の重点内容項目を明記した道徳教育の全体計画の別葉を作成し，教育活動全体と内容項目の関連
を明らかにして活用している。

27 □ ・ 児童生徒の個人情報の管理を徹底している。

28 □ ・ 諸表簿については校内の点検・整備体制を構築し，適切な時期に点検整備を行っている（点検後の修正
等も確実に行われている）。

29 □ ・ 公簿の訂正は，紙片の添付や修正液の使用はせず，訂正印を用いている。

30 □ ・ 電子化に伴い，入力したデータ等が原本と相違ないことを確実に確認している。

31 □ ･ 電子化に伴い，押印を省略して指導要録等を電子的に作成・送付・保存する場合は，従来の押印により担
保されてきた校長の関与等，適正かつ組織的な手順を担保している（市町村教育委員会の指導による）。
※H24.3.29　文部科学省「表簿・指導要録等の電子化に係る基本的な考え方等について」参照

全　体

　　　　【参考】諸表簿点検票　　　令和５年度用

校内での点検等にご活用ください

指導要録
様式１

「学籍の記録」

指導要録
様式２

「指導に関す
る記録」

出席簿

健康診断票

年間指導計画


